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頁 改  正  後 頁 現     行 

 

 

 

 

 

震災 

３章 

４節 

第１ 

287頁 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西脇市地域防災計画 

第４編 災害応急対策計画（震災対策編） 

 

第３章 円滑な災害応急活動の展開 

第４節 避難対策 

第１ 避難勧告、避難指示（緊急） 

１ 避難勧告、避難指示（緊急） 

  略

 

第２ 略 

第３ 避難所の開設・運営 

 

 

 

 

 

震災 

３章 

４節 

第１ 

287頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西脇市地域防災計画 

第４編 災害応急対策計画（震災対策編） 

 

第３章 円滑な災害応急活動の展開 

第４節 避難対策  

第１ 避難勧告、避難指示（緊急） 

１ 避難勧告、避難指示（緊急） 

  略 

 

第２ 略 

第３ 避難所の開設・運営 
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頁 改  正  後 頁 現     行 

 

震災 

３章 

４節 

第１ 

１ 

287頁 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 略 

２ 避難所の開設 

 ⑴ 市（福祉部、教育部、総務部、都市経営部）、自治会及び自

主防災会は、市民が自主避難したとき、若しくは避難勧告、避 

難指示（緊急）を発令したとき、又は市民が住家に被害を受け、 

居住場所を失ったとき、避難所を開設する。避難所のうち、補

助避難所については、大規模な地震災害により、他の指定避難

所の受入能力を超える場合又は超えると予測される場合に開設

する。 

また、福祉部は福祉避難所の開設の調整を行う。 

なお、震度５弱以上の地震が発生した場合は、避難所担当職

員は、直接避難所に直行し開設を行う。 

 ⑵～⑶ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

震災 

３章 

４節 

第３ 

２ 

292頁 

  

１ 略 

２ 避難所の開設 

 ⑴ 市（福祉部、教育部、総務部、都市経営部）、自治会及び自

主防災会は、市民が自主避難したとき、若しくは避難勧告、避 

難指示（緊急）を発令したとき、又は市民が住家に被害を受け、 

居住場所を失ったとき、避難所を開設する。         

                             

                             

    

また、福祉部は福祉避難所の開設の調整を行う。 

なお、震度５弱以上の地震が発生した場合は、避難所担当職

員は、直接避難所に直行し開設を行う。 

 ⑵～⑶ 略 

 

 


